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第１章 総則 

（趣旨） 
第１条 この学則は、福岡女子大学学則（平成 18年法人規程第 33号。以下「本学学則」
という。）第 5 条第 2 項の規定により、福岡女子大学大学院（以下「本学大学院」とい
う。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 （目的） 
第２条 本学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、精深な学識と研究能力等を養

い、文化の進展に寄与することを目的とする。 
（課程） 
第３条 本学大学院に、修士課程及び博士課程を置く。 
（修士課程の目的） 
第４条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又

は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 
（博士課程の目的） 
第５条 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はそ

の他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊か

な学識を養うことを目的とする。 
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（研究科及び専攻） 
第６条 本学大学院に次の研究科及び専攻を置く。 

研究科名 専攻名 
国 文 学 専 攻(修士課程) 

文 学 研 究 科 
英 文 学 専 攻(博士課程) 
環 境 理 学 専 攻(修士課程) 
栄養健康科学専攻(修士課程) 人間環境学研究科 
生活環境学専攻(修士課程) 

（修士課程の修業年限等) 
第７条 修士課程の標準修業年限は、2 年とする。ただし、研究科は、学生が職業を有し
ている等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に課程を修了

することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修

を認めることができる。 
２ 在学期間は、4年を超えることができない。ただし、休学期間はこれに算入しない。 
３ 第１項ただし書きの規定により計画的な履修を認められた者の在学期間は、別に定め

るところによるものとする。 
（博士課程の修業年限等) 
第８条 博士課程の標準修業年限は、5 年とする。ただし、研究科は、学生が職業を有し
ている等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に課程を修了

することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修

を認めることができる。 
２ 博士課程は、これを前期 2年及び後期 3年の課程に区分し、前期 2年の課程は、修士
課程として取り扱うものとする。 
３ 前項の前期 2 年の課程は「博士前期課程」といい、後期 3 年の課程は、「博士後期課
程」という。 
４ 前項の博士後期課程の在学期間は、6 年を超えることができない。ただし、休学期間
はこれに算入しない。 
５ 第１項ただし書きの規定により計画的な履修を認められた者の在学期間は、別に定め

るところによるものとする。 
 

第２章 入学定員及び収容定員 
（定員) 
第９条 文学研究科及び人間環境学研究科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

修士課程 博士前期課程 博士後期課程 
研究 
科名 

専攻名 入学 
定員 

収容 
定員 

入学 
定員 

収容 
定員 

入学 
定員 

収容 
定員 

国 文 学 専 攻 ５ １０     文 学 
研究科 英 文 学 専 攻   ５ １０ ３ ９ 
人間環 環 境 理 学 専 攻  ４  ８     
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栄養健康科学専攻  ４  ８     境学研

究 科 生活環境学専攻  ４  ８     
計 １７ ３４ ５ １０ ３ ９ 

 
第３章 学年、学期及び休業日 

（学年、学期及び休業日） 
第１０条 学年、学期及び休業日については、本学学則の規定を準用する。 
 

第４章 教育方法等 
（修士課程及び博士前期課程の授業科目及び単位数） 
第１１条 修士課程及び博士前期課程における研究科の専攻別の授業科目及びその単位数

は、別表 1から別表 5までのとおりとする。 
２ 研究科の定めるところにより、前項の授業科目について 30 単位以上を修得するもの
とする。ただし、英文学専攻博士前期課程においては、24単位以上を修得するものとす
る。 
３ 前項に関する取扱いの細則は、別に定める。 

 （博士後期課程の授業科目及び単位数） 
第１２条 博士後期課程における専攻別の授業科目及びその単位数は、別表 6のとおりと
する。 
２ 研究科の定めるところにより、前項の授業科目について 12 単位以上を修得するもの
とする。 
３ 前 2項に関する取扱いの細則は、研究科が別に定める。 
（単位の認定） 
第１３条 授業科目を履修した者に対しては、試験又は研究報告等の成績により、所定の

単位を与える。 
（教育方法の特例） 
第１４条 研究科において教育上特別に必要があると認められる場合には、別に定めると

ころにより、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことがで

きる。 
 （他専攻等の授業科目の履修） 
第１５条 研究科において必要があると認めるときは、他の専攻の授業科目又は学部の授

業科目を履修させ、これを第 11条及び第 12条に規定する単位とすることができる。 
（他大学院の授業科目の履修） 
第１６条 研究科において教育研究上有益と認めるときは、他の大学院とあらかじめ協議

の上、当該大学院の授業科目を履修させることができる。 
２ 前項の規定により履修した授業科目の単位は、修士課程並びに博士前期課程にあって

は 10 単位、博士後期課程にあっては 4 単位をそれぞれ超えない範囲で本学大学院にお
いて履修したものとみなすことができる。 
（留学） 
第１７条 留学（外国の大学院において、当該専攻の教育課程に関連のある授業科目を履
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修することをいう。以下同じ。）しようとするときは、前条の規定を準用する。 
２ 留学に関し必要な事項は、学長が別に定める。 
 

第５章 課程の修了及び学位の授与 
（修士課程及び博士前期課程の修了要件） 
第１８条 修士課程及び博士前期課程の修了要件は、当該課程に 2年以上在学し、30単位
以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格

することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績をあげた者については、

1年以上在学すれば足りるものとする。 
（博士課程の修了要件） 
第１９条 博士課程の修了要件は、当該課程に 5年（修士課程及び博士前期課程を修了し
た者にあっては、当該課程における 2年の在学期間を含む。）以上在学し、研究科におい
て定められた授業科目を履修し、30単位以上（修士課程及び博士前期課程を修了した者
にあっては、博士後期課程における授業科目については 12単位以上）を修得し、かつ、
必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただ

し、在学期間に関しては、特に優れた業績をあげた者については博士課程に３年（修士

課程及び博士前期課程を修了した者にあっては、当該課程における 2年の在学期間を含
む。）以上在学すれば足りるものとする。 
２ 前条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程及び博士前期課程を修了した者

の博士課程の修了要件については、前項中「5 年（修士課程及び博士前期課程を修了し
た者にあっては、当該課程における 2年の在学期間を含む。）」とあるのは「修士課程及
び博士前期課程における在学期間に 3年を加えた期間」と、「3年（修士課程及び博士前
期課程を修了した者にあっては、当該課程における 2年の在学期間を含む。）」とあるの
は「3 年（修士課程及び博士前期課程における在学期間を含む。）」と読み替えて、前項
の規定を適用する。 
（修士論文及び博士論文の審査） 
第２０条 修士論文及び博士論文の審査については、学長が別に定める。 
（最終試験） 
第２１条 最終試験については、学長が別に定める。 
（学位の授与） 
第２２条 修士課程並びに博士前期課程又は博士後期課程を修了した者には、次の学位を

授与する。 
研究科名 修了課程名 学位名 

修 士 課 程 
博士前期課程 

修士(文   学) 
文 学 研 究 科 

博士後期課程 博士(文   学) 
人間環境学研究科 修 士 課 程 修士(人間環境学) 
（教育職員免許状） 
第２３条 教育職員免許状取得資格を得ようとする者は、教育職員免許法（昭和 24 年法
律第 147号）及び教育職員免許法施行規則（昭和 29年文部省令第 26号）に基づき、所
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定の科目を履修し、その単位を取得しなければならない。 
２ 取得することができる教育職員免許状の種類及び教科は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 種類 教科 
国 文 学 専 攻 国語 

文 学 研 究 科 
英 文 学 専 攻 

中学校教諭専修免許状 
高等学校教諭専修免許状 英語 

環 境 理 学 専 攻 
 

中学校教諭専修免許状 
高等学校教諭専修免許状 

理科 

中学校教諭専修免許状 
高等学校教諭専修免許状 

家庭 栄養健康科学専攻 

栄 養 教 諭 専 修 免 許 状  
人間環境学研究科 

生活環境学専攻 
中学校教諭専修免許状 
高等学校教諭専修免許状 

家庭 

 
第６章 入学、退学及び休学 

（入学、退学及び休学） 
第２４条 入学、退学及び休学については、本学学則の規定を準用する。ただし、本学大

学院の入学時期については、特別に必要があり、かつ教育上支障がないときは、学期の

始めとすることができる。 
（修士課程及び博士前期課程の入学資格） 
第２５条 修士課程及び博士前期課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当

する女子とする。 
(1) 大学を卒業した者（学校教育法第 102条） 
(2) 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者（学校教育法施行規則第

155条第 1項第 1号） 
(3) 外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者（学校教育法施行規則第

155条第 1項第 2号） 
(4) 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の 16 年の
課程を修了した者（学校教育法施行規則第 155条第１項第 3号） 

(5) 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣
指定外国大学日本校）を修了した者（学校教育法施行規則第 155条第 1項第 4号） 

(6) 指定された専修学校の専門課程を修了した者（学校教育法施行規則第 155 条第 1
項第 5号） 

(7) 旧制学校等を修了した者（昭和 28 年文部省告示第 5 号第 1 号～第 4 号、昭和 30
年文部省告示第 39号第 1号） 

(8) 防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者（昭和
28年文部省告示第 5号第 5号～第 12号、昭和 30年文部省告示第 39号第 2号） 

(9) 大学院において個別の入学審査により認めた者（学校教育法施行規則第 155条第 1
項第 8号） 

（博士後期課程の入学資格） 
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第２６条 博士後期課程に入学することができる者は、次の各号の一に該当する女子とす

る。 
(1) 修士の学位を有する者 
(2) 外国において修士の学位に相当する学位を授与された者 
(3) 文部科学大臣の指定した者 
(4) 研究科において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の
学力があると認めた者で、24歳に達したもの 

(5) その他研究科において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められ
た者 

（入学許可、入学許可された者の提出書類及び保証人） 
第２７条 入学許可、入学許可された者の提出書類及び保証人については、本学学則の規

定を準用する。 
（転入学、専攻の変更及び転学) 
第２８条 転入学又は専攻の変更を志願する者には、選考の上これらを許可することがあ

る。 
２ 前項の場合において、既に修得した科目の単位及び在学年数の認定は、研究科におい

て行うものとする。 
３ 他の大学の大学院に転学を志願するときは、学長の許可を得なければならない。 
 

第７章 除籍及び懲戒 
（除籍及び懲戒） 
第２９条 除籍及び懲戒については、本学学則の規定を準用する。この場合において、本

学学則第 31 条及び第 32 条中「学部」とあるのは「研究科」と、「教授会」とあるのは
「研究科委員会」と、本学学則第 31 条中「第 9 条」とあるのは「本学大学院学則第 7
条又は第 8条」と読み替えるものとする。 

 
第８章 再入学 

（退学者の再入学及び除籍又は退学処分を受けた者の再入学） 
第３０条 退学者の再入学及び除籍又は退学処分を受けた者の再入学については、本学学

則の規定を準用する。この場合において、本学学則第 33条及び第 34条中「学部」とあ
るのは「研究科」と、「教授会」とあるのは「研究科委員会」と読み替えるものとする。 

 
第９章 聴講生、科目等履修生、研究生、外国人特別学生及び特別聴講学生 

 （聴講生、科目等履修生、研究生、外国人特別学生及び特別聴講学生） 
第３１条 本学大学院に聴講生、科目等履修生、研究生、外国人特別学生及び特別聴講学

生の制度を置く。 
２ 聴講生、科目等履修生、研究生及び外国人特別学生に関し必要な事項は、学長が別に

定める。 
３ 本学大学院と他大学大学院との間で締結する相互単位互換協定に基づき、授業科目の

履修を願い出る者は、研究科委員会の議を経て、特別聴講学生として受講を許可するこ
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とがある。受講する者は、女子に限らないものとする。 
 

第１０章 入学考査料、入学料、授業料等 
（授業料等） 
第３２条 入学考査料、入学料、授業料その他の費用の種類、額、納入方法等については、

別に定める。 
 

第１１章 教員組織 
（教員組織） 
第３３条 本学大学院の授業及び研究指導を担当する教員は、本学教授、准教授及び講師

の中からこれを充てる。 
２ 必要がある場合は、前項の教員に非常勤の講師を充てることができる。 
（研究科長） 
第３４条 本学研究科に、研究科長を置く。 
２ 研究科長は、当該研究科の基礎となる学部の学部長をもって充てる。 
３ 研究科長は、研究科委員会を招集し、その議長となる。 
 

第１２章 研究科委員会 
（研究科委員会） 
第３５条 本学の各研究科に研究科委員会を置く。 
２ 研究科委員会は、研究科長、研究科担当の教授、准教授及び講師をもって組織する。 
（審議事項） 
第３６条 研究科委員会は、当該研究科に係る次の事項を審議する。 

(1) 学生の入学、再入学、転学、留学、退学、休学、復学及び卒業又は課程の修了その
他学生の在籍に関する事項並びに学位の授与に関する事項 

(2) 教育課程の編成に関する事項 
(3) 学長から諮問を受けた教員の採用、昇任に係る選考に関する事項 
(4) その他研究科の運営に関する重要事項 
２ 前項に規定するもののほか、研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

第１３章 雑則 
（準用） 
第３７条 この学則に定めるもののほか、大学院に関し必要な事項は、本学学則を準用す

る。 
（補則） 
第３８条 この学則の施行について必要な事項は、学長が別に定める。 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ この学則は、平成 18年 4月 1日から施行する。 
 （経過措置） 



大学院学則 

２ この学則の施行の際廃止された福岡女子大学院学則（平成 9年 3月福岡県告示第 634
号。以下「廃止前の学則」という。）に基づいて履修した科目及び課程並びに廃止前の学

則の規定により受けた許可等は、この学則に基づいて履修した科目及び課程並びにこの

学則の相当規定により受けた許可等とみなす。ただし、この学則に相当する規定がない

ときは、なお従前の例による。 
 

附 則（平成 18年 12月 21日理事会決定） 
 （施行期日） 
１ この学則は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則（平成 19年３月 26日理事会決定） 
 （施行期日） 
１ この学則は、平成 19年 4月 1日から施行する。 
 

附 則（平成 20年３月 24日理事会決定） 
 （施行期日） 
１ この学則は、平成 20年 4月 1日から施行する。 
 

附 則（平成 21年３月 23日理事会決定） 
 （施行期日） 
１ この学則は、平成 21年 4月 1日から施行する。 
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別表１ 国文学専攻修士課程 
専攻科目 
日本語音韻論特殊研究 
日本語表記論特殊研究 
日本語語彙論特殊研究 
日本語文法論特殊研究 
上代文学特殊研究 
中古文学特殊研究Ⅰ 
中古文学特殊研究Ⅱ 
中世文学特殊研究Ⅰ 
中世文学特殊研究Ⅱ 
近世文学特殊研究Ⅰ 
近世文学特殊研究Ⅱ 
近代文学特殊研究Ⅰ 
近代文学特殊研究Ⅱ 
日本漢文学特殊研究 
古代日本語特殊演習Ⅰ 
古代日本語特殊演習Ⅱ 
古代日本語特殊演習Ⅲ 
古代日本語特殊演習Ⅳ 
近代日本語特殊演習Ⅰ 
近代日本語特殊演習Ⅱ 
近代日本語特殊演習Ⅲ 
近代日本語特殊演習Ⅳ 
上代文学特殊演習Ⅰ 
上代文学特殊演習Ⅱ 
中古文学特殊演習Ⅰ 
中古文学特殊演習Ⅱ 
中古文学特殊演習Ⅲ 
中古文学特殊演習Ⅳ 
中世文学特殊演習Ⅰ 
中世文学特殊演習Ⅱ 
中世文学特殊演習Ⅲ 
中世文学特殊演習Ⅳ 
近世文学特殊演習Ⅰ 
近世文学特殊演習Ⅱ 
近世文学特殊演習Ⅲ 
近世文学特殊演習Ⅳ 
近代文学特殊演習Ⅰ 

 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

近代文学特殊演習Ⅱ 
近代文学特殊演習Ⅲ 
近代文学特殊演習Ⅳ 
日本漢文学特殊演習Ⅰ 
日本漢文学特殊演習Ⅱ 
日本語学特別講義 
国文学特別講義 
日本漢文学特別講義 
特殊総合研究Ⅰ 
特殊総合研究Ⅱ 
特殊総合研究Ⅲ 
特殊総合研究Ⅳ 
文学・語学特殊総合研究Ⅰ 
文学・語学特殊総合研究Ⅱ 
関連科目 
国史学特別講義Ⅰ 
国史学特別講義Ⅱ 
書誌学特別講義Ⅰ 
書誌学特別講義Ⅱ 
書誌学特別講義Ⅲ 
美学・美術史特別講義Ⅰ 
美学・美術史特別講義Ⅱ 
中国文学特別講義Ⅰ 
中国文学特別講義Ⅱ 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
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別表２ 英文学専攻博士前期課程 
専門科目 
イギリス文学特殊研究ⅠA 
イギリス文学特殊研究ⅠB 
イギリス文学特殊研究ⅡA 
イギリス文学特殊研究ⅡB 
イギリス文学特殊研究ⅢA 
イギリス文学特殊研究ⅢB 
アメリカ文学特殊研究ⅠA 
アメリカ文学特殊研究ⅠB 
アメリカ文学特殊研究ⅡA 
アメリカ文学特殊研究ⅡB 
アメリカ文学特殊研究ⅢA 
アメリカ文学特殊研究ⅢB 
英語学特殊研究ⅠA 
英語学特殊研究ⅠB 
英語学特殊研究ⅡA 
英語学特殊研究ⅡB 
英語学特殊研究ⅢＡ 
英語学特殊研究ⅢＢ 
イギリス文学特殊演習ⅠA 
イギリス文学特殊演習ⅠB 
イギリス文学特殊演習ⅡA 
イギリス文学特殊演習ⅡB 
アメリカ文学特殊演習ⅠA 
アメリカ文学特殊演習ⅠB 
アメリカ文学特殊演習ⅡA 
アメリカ文学特殊演習ⅡB 
英語学特殊演習ⅠA 
英語学特殊演習ⅠB 
英語学特殊演習ⅡA 
英語学特殊演習ⅡB 
イギリス文学特別講義Ⅰ 
イギリス文学特別講義Ⅱ 
イギリス文学特別講義Ⅲ 
イギリス文学特別講義Ⅳ 
イギリス文学特別講義Ⅴ 
イギリス文学特別講義Ⅵ 
アメリカ文学特別講義Ⅰ 

  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

アメリカ文学特別講義Ⅱ 
アメリカ文学特別講義Ⅲ 
アメリカ文学特別講義Ⅳ 
英語学特別講義Ⅰ 
英語学特別講義Ⅱ 
英語学特別講義Ⅲ 
文学・語学特殊総合研究Ⅰ 
文学・語学特殊総合研究Ⅱ 
特殊総合演習 
関連科目 
アカデミック・ライテイングⅠ 
アカデミック・ライテイングⅡ 
言語文化研究特別講義 
ヨーロッパ文化・文学特別講義 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
  
２ 
２ 
２ 
２ 
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別表３ 環境理学専攻修士課程 
専門科目 
無機化学特論 
物理化学特論 
分子分光学特論 
分子環境化学特別演習Ⅰ 
分子環境化学特別演習Ⅱ 
環境有機化学特論 
環境反応化学特論 
環境生物化学特論 
環境応用化学特別演習Ⅰ 
環境応用化学特別演習Ⅱ 
神経科学特論 
発生生物学特論 
生体情報学特論 
生体情報学特別演習Ⅰ 
生体情報学特別演習Ⅱ 
細胞機能学特論 
環境生理学特論 
環境生物学特論 
環境機能学特別演習Ⅰ 
環境機能学特別演習Ⅱ 
環境情報学特論 
環境物理学特論 
環境理学特別講義Ⅰ(物質科学) 
環境理学特別講義Ⅱ(生命科学) 
環境理学特別講義Ⅲ(環境科学) 
特別研究 
環境理学特別研究 
研究科共通科目 
人間環境学特論 
人間環境学特別演習 

  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
  
１０ 

 
２ 
２ 

 
 
 
 
 
 
 
 

別表４ 栄養健康科学専攻修士課程 
専門科目 
栄養学特論 
栄養学特別演習 
食品学特別演習 
食品学特論 
調理科学特論 
調理科学特別演習 
食品加工学特論 
生物化学特論 
分子医学特論 
分子医学特別演習 
栄養生理学特論 
栄養指導学特論 
栄養指導学特別演習 
人体生理学特論 
人体生理学特別演習 
食品衛生学特論 
臨床栄養学特論 
臨床栄養学特別演習 
栄養健康科学特別講義Ⅰ(医療分野) 
栄養健康科学特別講義Ⅱ(保健福祉分
野) 
栄養健康科学特別講義Ⅲ(運動スポー
ツ分野) 
栄養健康科学特別講義Ⅳ(健康科学分
野) 
特別研究 
栄養健康科学特別研究 
研究科共通科目 
人間環境学特論 
人間環境学特別演習 
専門関連科目 
健康管理学特論 
生活環境衛生学特論 
生活環境管理学特論 
住環境学特論 
環境生理学特論 
環境有機化学特論 

  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

 
２ 

 
２ 

 
２ 
  
１０

 
２ 
２ 
  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
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別表５ 生活環境学専攻修士課程 
専門科目 
生活材料化学特論 
生活材料化学特別演習 
生活材料物性学特論 
生活材料物性学特別演習 
生活材料加工学特論 
生活材料加工学特別演習 
生活環境管理学特論 
生活環境管理学特別演習 
機能材料学特論 
生活環境衛生学特論 
生活環境衛生学特別演習 
住環境学特論 
住環境学特別演習 
衣服設計学特論 
衣服設計学特別演習 
意匠学特論 
意匠学特別演習 
生活環境生理学特論 
人間工学特論 
材料学系特別講義 
設計学系特別講義 
特別研究 
生活環境学特別研究 
研究科共通科目 
人間環境学特論 
人間環境学特別演習 

  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
  
１０

 
２ 
２ 
 

 
 
 
 
 
 

別表６ 英文学専攻博士後期課程 
英文学特殊研究演習Ⅰ 
(エリザベス朝文学、英国近・現代詩) 
英文学特殊研究演習Ⅱ 
(エリザベス朝文学、英国近・現代詩) 
英文学特殊研究演習Ⅲ 
(英国近・現代小説) 
英文学特殊研究演習Ⅳ 
(英国近・現代小説) 
英文学特殊研究演習Ⅴ 
(英国演劇) 
 
米文学特殊研究演習Ⅰ 
（米国近・現代小説） 
米文学特殊研究演習Ⅱ 
（米国近・現代小説） 
米文学特殊研究演習Ⅲ 
（米国近・現代文学、批評理論） 
米文学特殊研究演習Ⅳ 
（米国近・現代文学、批評理論） 
英語学特殊研究演習Ⅰ 
（英語統語論) 
英語学特殊研究演習Ⅱ 
（英語統語論) 
英語学特殊研究演習Ⅲ 
（中英語統語論） 
英語学特殊研究演習Ⅳ 
（中英語統語論） 
英語学特殊研究演習Ⅴ 
（社会言語学) 
 
特殊総合演習 

４ 
 
４ 

 
４ 

 
４ 

 
２ 

 
 
４ 

 
４ 

 
４ 

 
４ 

 
４ 

 
４ 

 
４ 
 
４ 
 
２ 
 
 
４ 

 
 
 
 


